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令和８年度 
 
 
 

八幡市一般会計予算 
 



 議案第１号 

令和８年度八幡市一般会計予算

 令和８年度八幡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 35,830,000千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予

　算」による。 

　（債務負担行為） 

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負

　担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行

　為」による。 

　（地方債） 

第３条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

　債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　地方債」に

　よる。 

　（一時借入金） 

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

　額は、2,000,000千円と定める。 

　（歳出予算の流用） 

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

　の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

　合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 令和８年２月２６日提出 

 八幡市長　 川　田　翔　子

－1－
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79,200

2,700

800

20,000

45,400

6,000

5,600

92,400

48,500

4,600

3,700
令和８年度から
令和14年度まで

中 学 校 管 理 運 営 費
（ 共 通 経 費 ）

令和８年度から
令和18年度まで

幼 稚 園 管 理 運 営 費
（ 共 通 経 費 ）

令和８年度から
令和18年度まで

第２表　債務負担行為

事　　　　　　項 期　　間 限　度　額

放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 費
（ 共 通 経 費 ）

令和８年度から
令和18年度まで

図 書 館 運 営 費

公 立 保 育 所 運 営 費
（ 共 通 経 費 ２ ）

令和８年度から
令和18年度まで

千円

戸 籍 一 般 総 務 費
令和８年度から
令和９年度まで

じ ん か い 収 集 車 整 備 費
令和８年度から
令和10年度まで

市 道 ・ 下 排 水 路 等 維 持 補 修 費
令和８年度から
令和９年度まで

石清水八幡宮駅周辺整備に関する事業費
令和８年度から
令和９年度まで

教 育 支 援 セ ン タ ー 運 営 費
令和８年度から
令和13年度まで

小 学 校 管 理 運 営 費
（ 共 通 経 費 ）

令和８年度から
令和18年度まで
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起債の方法

1,283,700

3,900 同上

48,900 〃

94,900 〃

6,100 〃

10,200 〃

2,100 〃

319,800 〃

139,600 〃

252,100 〃

27,200 〃

195,600 〃

64,500 〃

436,200 〃

15,700 〃

GIGAスクール構想
整 備 事 業 〃 〃

中学校施設整備事業 〃 〃

第３表　地   方   債

起債の目的 限度額 利率 償還の方法

都市公園等整備事業 〃 〃

下 水 道 施 設 等
整 備 事 業 〃

〃 〃

電 算 化 推 進 事 業 同上 同上

小学校施設整備事業 〃 〃

農業用施設整備事業 〃 〃

上水道安全対策事業 〃 〃

千円 普通貸借又は
証券発行

5.0%以内（ただし、利
率見直し方式で借り入
れる資金について、利
率の見直しを行った後
においては、当該見直
し後の利率）

政府資金については、
その融資条件による。
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。
ただし、市財政の都合
により、据置期間及び
償還期限を短縮し、も
しくは繰上償還又は借
換することができる。

庁 舎 等 整 備 事 業

児 童 福 祉 施 設
整 備 事 業 〃 〃

上水道デジタル活用
推 進 事 業

じ ん か い 収 集 車
整 備 事 業 〃 〃

道 路 等 整 備 事 業 〃 〃

消防施設整備事業 〃 〃

公営住宅整備事業 〃 〃

〃
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（つづき）

起債の方法

38,900

46,800 〃

5,000 〃

1,584,180 〃借 換 債 〃 〃

名勝松花堂及び書院
庭園保存活用事業 〃 〃

文 化 セ ン タ ー
整 備 事 業 〃 〃

起債の目的 限度額 利率 償還の方法

千円 普通貸借又は
証券発行

5.0%以内（ただし、利
率見直し方式で借り入
れる資金について、利
率の見直しを行った後
においては、当該見直
し後の利率）

政府資金については、
その融資条件による。
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。
ただし、市財政の都合
により、据置期間及び
償還期限を短縮し、も
しくは繰上償還又は借
換することができる。

松 花 堂 庭 園
災 害 復 旧 事 業

－8－





令和８年度 
 
 
 

八幡市休日応急診療所特別会計予算 
 



 議案第２号 

 
 

令和８年度八幡市休日応急診療所特別会計予算 
 
 
 
　令和８年度八幡市の休日応急診療所特別会計の予算は、次に定めるところによ 
 
る。 
 
　（歳入歳出予算） 
 
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 27,500千円と定める。 
 

 ２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予
 
　算」による。 
 
 
 
 
          令和８年２月２６日提出 
 
 
                                       八幡市長　　川　田　翔　子 
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令和８年度 
 
 
 

八幡市駐車場特別会計予算 
 



 議案第３号 

令和８年度八幡市駐車場特別会計予算

　令和８年度八幡市の駐車場特別会計の予算は、次に定めるところによる。　

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,800千円と定める。　 

 ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予

　算」による。 

 令和８年２月２６日提出 

 八幡市長 　川　田　翔　子 
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令和８年度 
 
 
 

八幡市国民健康保険特別会計予算 
 



 議案第４号 

令和８年度八幡市国民健康保険特別会計予算

　令和８年度八幡市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,047,500千円と定める。　 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予 

　算」による。 

　（一時借入金） 

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ 

　る一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。 

　（歳出予算の流用） 

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費 

　の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

　でのこれらの経費の各項の間の流用 

 令和８年２月２６日提出 

 八幡市長 　川　田　翔　子
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令和８年度 
 
 
 

八幡市介護保険特別会計予算 
 



 議案第５号 

 
 

令和８年度八幡市介護保険特別会計予算 

 

  令和８年度八幡市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。　 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,128,000千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予

　算」による。 

　（一時借入金） 

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ 

　る一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。 

　（歳出予算の流用） 

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費 

　の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額及び地域支援事業費の各項に計上した予

　　算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流

　　用 

 

          令和８年２月２６日提出 

 

                                       八幡市長　　川　田　翔　子

－21－
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令和８年度 
 
 
 

八幡市後期高齢者医療特別会計予算 
 



 議案第６号 

 
 

令和８年度八幡市後期高齢者医療特別会計予算 
 
 
 
  令和８年度八幡市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
　（歳入歳出予算） 
 
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,805,000千円と定める。　 
 
２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予 
 
  算」による。 
 
 
 
 
          令和８年２月２６日提出 
 
                                       八幡市長　　川　田　翔　子 
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令和８年度 
 
 
 

八幡市水道事業会計予算 
 



（総　則）

（業務の予定量）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円第４項 予 備 費 １０,０００

第２項 営 業 外 費 用 ５８,８６６

第３項 特 別 損 失 １,７８４

支　　　　　　　　　　出

第１款 水 道 事 業 費 用 １,６６８,０５９

第１項 営 業 費 用 １,５９７,４０９

第３項 特 別 利 益 ２７

第１款 水 道 事 業 収 益 １,７５６,５６６

第１項 営 業 収 益 １,３９５,４３６

議案第７号

令和８年度八幡市水道事業会計予算

第１条　令和８年度八幡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。 

（収益的収入及び支出）

収　　　　　　　　　　入

第２項 営 業 外 収 益 ３６１,１０３

年 間 １ 日 平 均

給 水 人口 給水 戸数 総 給 水 量 給 水 量

人 戸 m3 m3

43,758 22,108 4,147,423 11,363

京都市 522 260 52,056 143

久御山町 161 81 15,289 42

枚方市 13 6 2,270 6

67,402 32,516 6,961,517 19,073

分
水

合　計

美濃山浄水場系
22,948 10,061 2,744,479 7,519

（自己水・府営水）

項目 令和８年度末

水源

月夜田受水場系

（自己水・府営水）

－29－



収　　　　　　　　　　入

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

支　　　　　　　　　　出

千円

千円

千円

千円

千円

（債務負担行為）

第３項 国 庫 補 助 金 １１９,５７９

水道情報活用システム（上下水道料金・会計）
の導入

令和８年度から
令和９年度まで

14,500千円

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり定める。

事　　　　項 期　　　間 限　度　額

男山指月地区配水管布設替工事
令和８年度から
令和９年度まで

108,200千円

第３項 国 庫 補 助 金 返 還 金 ６００

第４項 予 備 費 ３,０００

第１項 建 設 改 良 費 ８０４,７７５

第２項 企 業 債 償 還 金 ２４４,０４６

第７項 固 定 資 産 売 却 代 金 ２５０

第１款 資 本 的 支 出 １,０５２,４２１

第５項 水 道 加 入 金 ６２,５８０

第６項 出 資 金 ９４,９００

第２項 負 担 金 ６,８７４

第４項 他 会 計 補 助 金 ６,８００

支調整額52,643千円、過年度分損益勘定留保資金277,721千円､当年度分損

益勘定留保資金5,774千円で補てんするものとする。）

第１款 資 本 的 収 入 ７１６,２８３

第１項 企 業 債 ４２５,３００

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額336,138千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

－30－



（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

営業費用と営業外費用の相互間

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

職員給与費 千円

（他会計からの補助金）

一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、165,900千円である。

令和８年２月２６日提出

八幡市長　  川田　翔子

第10条

第７条　一時借入金の限度額は、300,000千円 と定める。

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

1

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。

1 195,539

千円

上水道事業 425,300 普通貸借又
は証券発行

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

5.0%以内（ただし、
利率見直し方式で
借り入れる資金に
ついて、利率の見
直しを行った後に
おいては、当該見
直し後の利率）

政府資金については、
その融資条件による。
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただし、
企業財政の都合により、
据置期間及び償還期限
を短縮し、もしくは繰上
償還又は借換すること
ができる。

－31－



令和８年度 
 
 
 

八幡市下水道事業会計予算 
 



（総　則）

第１条　令和８年度八幡市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）　処理区域内戸数 戸

（２）　年間総処理水量 ㎥

（３）　一日平均処理水量 ㎥

（４）　主要な建設改良事業

　　　　　　　・管渠布設事業　　　　　　　・雨水排水路改修事業　　　　　　・管渠等整備事業　

　　　　　　・改築更新事業

　　　　　　・地震対策事業

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款 千円

第１項 千円

第２項 千円

第３項 千円

第１款 千円

第１項 千円

第２項 千円

第３項 千円

第４項 千円

４５０

５０３,９１２

支　　　　　　　　　　出

特 別 利 益

営 業 外 収 益

下 水 道 事 業 費 用

営 業 費 用

営 業 外 費 用

特 別 損 失

予 備 費

１,６１２,５５１

２,０００

議案第８号

３４,４７０

令和８年度八幡市下水道事業会計予算

７,６４５,０００

２０,９４５

１,１１６,９６７

１,６２１,３２９下 水 道 事 業 収 益

営 業 収 益

収　　　　　　　　　　入

１０,０００

１,５３１,３３４

６９,２１７
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（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本

収　 　入

第１款 千円

第１項 千円

第２項 千円

第３項 千円

支　 　出

第１款 千円

第１項 千円

第２項 千円

第３項 千円

第４項 千円

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

３０１,７７２

７２３,９４４

建 設 改 良 費 ４１８,４７２

他 会 計 補 助 金

３,０００

的支出額に対し不足する額347,675千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額10,708千円、過年度分損益勘定留保資金336,967千円で補てんする

ものとする。）

企 業 債 償 還 金

資 本 的 収 入 ３７６,２６９

企 業 債 ９５,５００

２５２,２００

資 本 的 支 出

予 備 費

水道情報活用システム（上下水
道料金・会計）の導入

令和８年度から
令和９年度まで

14,500千円

預 託 金 ７００

事項 期間 限度額

国 庫 補 助 金 ２８,５６９
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（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、300,000千円 と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

営業費用と営業外費用の相互間

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

職員給与費 千円

（他会計からの補助金）

第10条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、505,500千円である。

令和８年２月２６日提出

八幡市長　  川田　翔子

1 97,195

1

流 域 下 水 道
事 業

53,800 同上

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。

同上

公 共 下 水 道
事 業

41,700 普通貸借又
は証券発行

起債の目的 限度額 起債の方法

同上

政府資金については、そ
の融資条件による。銀行
その他の場合には、その
債権者と協定するものと
する。ただし、企業財政の
都合により、据置期間及
び償還期限を短縮し、もし
くは繰上償還又は借換す
ることができる。

償還の方法利率

5.0%以内（ただし、利
率見直し方式で借り
入れる資金につい
て、利率の見直しを
行った後において
は、当該見直し後の
利率）

千円
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                                                           　　この印刷物は環境に配慮し古紙を

配合した印刷用紙を使用しています
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